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　　　＊連絡先＊
行政相談員名：小林　一郎
住所：大崎町仮宿 1820 － 4
TEL：７６－０５３１

＊
＊
＊

春季行政相談強調週間

5月 16日（月）～ 22日（日）
　行政相談員は，全国の市町村に配置されており，みなさんの相談

相手として，国の役所などの仕事に対する疑問や要望および相談ご

とについて，直接助言したり，関係機関に通知・照会し，その結果

をご回答するなどみなさんの身近な相談窓口となっています。

　行政相談委員は，総務大臣がお願いしてみなさんの相談相手と

なってもらっている民間の有識者で，自宅や電話でも相談に応じて

います。例えば，道路，登記，税金，年金，郵便，労働などの問題

でお困りの方は，お気軽にご相談ください。

　相談は無料で，秘密は守ります。お気軽にご相談ください。

１．開催日およびテーマ

２．時　間　：　 10：00 ～ 13：00
３．場　所　：　県民健康プラザ健康増進センター　調理実習室
４．対　象　：　食生活改善が必要と思われる方，またはその家族
　　　　　　　　健康づくりのために，食生活について学びたい方
５．内　容　：　生活習慣病予防・改善のための食事の栄養講話および調理実習・試食
　　　　　　　　個別相談
６．受講料　：　 500 円（材料費込み）
７．連絡先　：　県民健康プラザ健康増進センター　担当：事業課
　　　　　　　　　鹿屋市札元１丁目８番７号
　　　　　　　　　TEL 0994 － 52 － 0052　FAX 0994 － 40 － 2355

『健康づくり栄養教室』の開催について

主な対象者テ　ー　マ開　催　日

若年層夏は貧血予防でハツラツと平成 17 年  ６月 26 日（日）

中高年層高脂血症といわれたら平成 17 年  ８月 28 日（日）

若年層「食欲の秋」健康的にダイエット平成 17 年 10 月 23 日（日）

中高年層塩分ちょっぴりでも　おいしく平成 17 年 12 月 11 日（日）

中高年層高齢者にやさしい食事の工夫平成 18 年  ２月 26 日（日）


